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第２次千葉市文化芸術振興計画（案）に対する意見の概要と市の考え方 

 

・ご意見の一部は、趣旨を損なわない範囲で要約・集約させていただきました。 

 

№ 章 頁 意見の概要 市の考え方 修正 

１ １ １ マスタープランを策定して新しい千葉文

化を創造することを目指して今に至ったと

あるが、それがどのような段階にあるのだ

ろうか。「新しい千葉文化」とは一体何かと

思う。節目では、そこの十分な分析が欲し

いし、はたして、育ってきているのか、そ

こから始めてほしい。 

第２次計画を策定するにあたっては、「千

葉市文化振興マスタープラン」の理念に基

づいた具体的な計画である第１次計画の関

連事業の進捗状況等も含めて、総合評価を

行いました。 

第２次計画では、５つの基本施策「広げ

る」「育てる」「支える」「つなぐ」「活かす」

が循環する施策の展開により、新しい千葉

文化の創造をめざします。 

― 

２ ２ ８ 第２次計画の策定にあたり、第１次計画

の評価が論点の整理としてなされているこ

とは、大切なことだが、アンケートの結果

をもとに結論をつけて、次への課題を求め

るのは、市民意見への迎合だと思う。もっ

と理念が先行してもいいのではないか。 

 総合評価の後半は、大切なことを述べて

いる。一過性ではいけない、２０から３０

年サイクルで動く、世代交代を含めた目標、

点を線で結ぶなどの表現で文化を表そうと

しているところには共感を持つ。総合評価

としてはこれらがまだ不十分であると理解

していいのだろうか。ここが第２次計画を

策定する際のポイントになると思う。 

第１次計画の総合評価を受け、第２次計

画では５つの施策が循環することで、これ

まで点であった事業が線で結ばれていくも

のとの考えから、基本施策のイメージを図

化して表現しています。 

さらに本計画では、めざすべき姿を「あ

らゆる世代の市民が文化による自己表現の

場に触れ、共感を生み、つながり、文化を

創り出す力にあふれたまち」として、施策

の方向性を示しています。 

― 

３ ２ ９ アンケート結果をもとに現状と第２次計

画への課題を求めているが、課題Ａは文化

のとらえ方がちょっと違うようだ。「気軽に

楽しめる」は娯楽的であって文化とは云え

ないようである。「バラエティ番組」的にな

ってはいけない。これこそ総合評価で言わ

れた「一過性」ではないだろうか。 

アンケート結果をそのまま肯定するので

はなく、あるべき姿に導くことを課題とす

べきではないか。 

 

文化芸術への入り口として、気軽に楽し

むことができる身近な催しの充実ととらえ

ています。 

 ご意見のとおり、「娯楽的」「一過性」に

ならないよう、今後、事業を実施していく

うえで、意を用いてまいります。 

― 
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№ 章 頁 意見の概要 市の考え方 修正 

４ ２ 10 課題Ｂは同感だが、一般的に受け身的交

流になる場合が多いように思う。人が与え

るものを楽しむだけの受け身的交流では共

有にならない。自ら創造して初めて共有に

なる。そこまで説く人がいなければならな

い。 

計画の基本施策２で「育てる」、４では「つ

なぐ」ことを柱としており、それ以外の施

策とも循環することにより市民自らの文化

芸術活動につながるよう事業を展開してま

いります。 

― 

５ ２ 12 課題Ｄは一番関心のあるところである。

ここではいわゆる伝統文化をあげているよ

うだが、現代のものやこれから生まれて来

るであろう新しいものでも、積み重ねて歴

史を持たせて行くところに文化が根付いて

くるはずである。それが文化の創造だろう。

それを増やし、次世代へ引き継がれてゆく

ことで、文化のまちが出来てくると思う。

これが文化振興だろう。いわゆる伝統文化

にこだわると文化の振興が止まるかもしれ

ない。 

市内にある地域資源や歴史的資源、人的

資源などから文化的要素を掘り起し、市民

の主体的な文化芸術活動につなげていくこ

とが重要と考えています。  

 ご意見につきましては、今後、各事業を

実施していくうえでの参考とさせていただ

きます。 

― 

６ ３ 21 第２次計画の基本的な考え方では、基本

理念と基本目標に矛盾を感じる。新しい千

葉文化の創造と言いながら、基本目標では

伝統的な地域文化や遺産の継承というよう

に、内容が急に萎んでしまう表現になって

しまい残念である。 

個性、世界性などに分けることに無理が

あるようだ。個性、協働は何所にも必要で

ある。 

千葉市文化振興マスタープランでは、「個

性豊かな新しい千葉文化の創造」の理念の

もと、３つの基本目標を掲げています。本

計画ではさらにこの基本目標を達成するた

めの５つの基本施策により、体系的にその

実現化をめざしています。 

― 

７ ３ 25 ２ 事業展開にあたっての基本姿勢（２）

文化芸術の拠点施設に千葉市文化センター

を掲げてありますが、拠点づくりを考えて

ほしい。そして拠点を点として掲げるので

はなく、もっと広げて面でとらえることを

提案する。 

例えば、ＪＲ千葉駅から文化センターま

での道筋をプロムナード化するような大が

かりな街作りが欲しい。銀行や証券会社を

一つの共同ビルにまとめ、空いたスペース

を人の集まる文化のプロムナードに変え

て、県立文化会館や市立美術館までつなげ

てしまうような構想を持ちたい。 

市内文化施設の連携強化を図るととも

に、文化施設以外なども有効に活用するこ

とで、文化芸術活動の場を広げ、より多く

の市民が文化芸術に触れる機会の提供に努

めてまいります。  

 ご意見につきましては、今後、各事業を

検討していくうえでの参考とさせていただ

きます。 

― 
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８ ４ 27 第４章では文化を創造する人材を育てる

ことを掲げているが、人材を育てる人も必

要である。千葉にいなければ外部からふさ

わしい人を連れてくるのを考えてはどうだ

ろうか。 

また、毎年新人芸術家を選考して世に送

り出しているが、出しっぱなしになってい

ないだろうか。選考した人材を郷土で迎え

入れ、活動の場を提供することも大切だが、

それが少ないように思う。 

将来にわたって文化芸術を発展させてい

くためには、次代を見据えた人材の育成と

ともに、文化芸術活動を支える人材の育成

も重要であることから、様々なサポート体

制の充実を図ります。 

ご意見につきましては、今後、各事業を

検討していくうえでの参考とさせていただ

きます。 

― 

９ ４ 29 基本施策３（１）文化芸術活動の場の充実 

②文化施設以外の場の活用 

〔具体策〕 

市内の空き家（公団・マンション・戸建、

ビジネス関係のビルで空いている部屋な

ど）のスペースを利用し、絵の教室、音楽

活動、演劇活動などができるように工夫す

る。市民に運営を任せ、場所に係る費用は

市が負担する。これらを活用することで、

より多くの市民が芸術を楽しみ、生きがい

とやりがいと目標をもって充実した人生を

過ごせる。 

市内文化施設の連携強化を図るととも

に、文化施設以外なども有効に活用するこ

とで、文化芸術活動の場を広げ、より多く

の市民が文化芸術に触れる機会の提供に努

めてまいります。  

 ご意見につきましては、今後、各事業を

検討していくうえでの参考とさせていただ

きます。 

― 

10 ４ 29 基本施策３（２）活動しやすい環境の整備 

②個人が行う文化芸術活動への支援の充

実 

〔具体策〕  

空きスペースを活用し、絵画制作、陶芸、

音楽活動、演劇活動など個人が活動できる

スペースをつくる。また、コミュニティセ

ンター・公民館・生涯学習センターなどの

部屋を個人でも借りられるようにシステム

を整備する。 

施設利用を団体に貸すだけでなく、個人的

に借りられるようにシステムを整備し、多

くの市民が芸術に触れて楽しみ「芸術の

都・千葉市」を目指す。 

市内文化施設の連携強化を図るととも

に、文化施設以外なども有効に活用するこ

とで、文化芸術活動の場を広げ、より多く

の市民が文化芸術に触れる機会の提供に努

めてまいります。  

 具体的な取り組みに関するご意見につい

ては、今後、各事業を検討していくうえで

の参考とさせていただきます。 

― 
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11 ４ 29 

～ 

31 

基本施策３・４に関わることで提案する。

もっと枠を広げて文化・芸術を育み「支え

る」環境整備について、計画の中に取り組

んでもらいたいことがあるので、その事例

を紹介する。 

市民オペラは千葉市が政令指定都市とな

った記念事業の一つとして誕生し、以来、

教育委員会文化課の指導のもと、２年に１

度、多大な市の予算をもとに千葉県文化会

館で２日間のグランドオペラ公演が実施さ

れてきた。中心となり企画・運営してきた

市民団体「千葉市民オペラ」は、市からの

公演助成による本公演とその合間に自主公

演や市民音楽祭、市民芸術祭などにも積極

的に参加し、活動を２０数年続けているが、

会員の高齢化と減員は否めない状況であ

る。今ではオペラ公演に対する市の助成も

なくなったが、市民団体「千葉市民オペラ」

は小規模ながら活動を続けている。２０数

年も続いてきた「千葉市民オペラ」の歴史

が、何ら公的な記録もないまま、かつての

活動スタッフの引退と共に消え去ってしま

う運命にあるということは問題である。活

動の継続とともに記録の蓄積と広報が必要

であることは認識していたが、専門スタッ

フを擁するまでには至らず、実現できない

ままである。「市民オペラ」の活動の歴史と

記録を集大成として、後世に残すようにで

きないか。願わくば、千葉市の人的、経済

的支援も頂いて、２０数年築いてきた千葉

市のオペラの文化遺産を形あるものに育て

あげたいと思う次第である。 

具体的な取り組みに関するご意見につい

ては、今後、各事業を検討していくうえで

の参考とさせていただきます。 
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12 ― ― かねてより市民文化大学で講義を受け

ていたが、昨年、突然平成２８年度より

廃止予定と聞き、非常に残念に思ってい

る。市政だよりによると芸術振興の中に

は古典、文学、歴史、美術史等が加えら

れていないので残念である。ついては、

なんとか復活に尽力願いたい。これから

増加する高齢者の引きこもりや認知症等

を防ぐためにも、ぜひご考察されたい。 

 

 

 

 

 

市民文化大学は公益財団法人千葉市文化振

興財団（以下「財団」）独自の事業であり、そ

の運営に要する経費は、受講料のほか、市か

ら受託している千葉市文化センター等の施設

管理委託料によって賄われていますが、平成

２６年度の包括外部監査において、それぞれ

の業務割合に応じて案分して計算して業務・

事業計上するべきとの意見がありました。こ

の意見に基づき再計算したところ、現在の受

講料では事業を賄いきれず財源不足が生じる

見込みとなったことから継続は困難という結

論に至ったものと聞いております。 

 千葉市といたしましても、民間のカルチャ

ーセンター等で類似の講座が実施されている

現状で、市がこの不足分を支出することは、

受講生以外の市民の理解を得ることは難しい

と考えております。 

受講生の皆様には、民間のカルチャーセン

ター等の案内をするとともに、市民の皆様の

要望や財団と市が本市の文化芸術振興で果た

すべき役割などを踏まえた実施するにふさわ

しい事業の企画について、財団と協議してま

いります。 

― 


